
12月号 （ 6 ）12月号（ 7 ）

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

建
物
の
新
築
・
増
築
・
滅
失
の
連

絡
の
お
願
い

固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、

課
税
し
て
い
ま
す
。
平
成
23
年
中
に

建
物
を
新
築
・
増
築
・
滅
失
（
取
り

壊
し
）
を
し
た
場
合
に
は
、
平
成
24

年
度
の
税
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

そ
の
建
物
の
不
動
産
登
記
を
変
更

し
て
い
な
い
場
合
や
不
動
産
登
記
を

し
て
い
な
い
建
物
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
所
在
す
る
地
域
の
資
産
税
担

当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

資
産
税
課　

☎
（21）
２
１
２
７

　
　

税
務
課　
　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　
　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　
　

☎
（29）
１
１
０
１

　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
（92）
０
３
０
５

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
申

告
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市

内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
個
人
又
は
法
人
は
、
償
却
資

産
の
申
告
が
必
要
で
す
。
平
成
24
年

１
月
31
日
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
前
年
度
に
申
告
さ
れ
た

方
に
は
12
月
９
日
に
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
。
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、
下
記
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

資
産
税
課　

☎
（21）
２
１
２
７

特
別
巡
回
徴
収
を
実
施
し
ま
す

12
月
は
『
市
税
等
徴
収
強
化
月

間
』
と
し
て
、
徴
収
強
化
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

滞
納
が
あ
る
方
は
、
す
み
や
か
に

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
納
付
や
ご
相
談
等
が
な
い

場
合
に
は
、
12
月
の
間
に
市
職
員
が

徴
収
の
た
め
訪
問
し
ま
す
。

再
三
の
催
告
や
訪
問
に
よ
る
徴
収

に
も
応
じ
な
い
場
合
、
法
令
に
基
づ

く
財
産
の
滞
納
処
分
（
差
押
・
公
売

な
ど
）
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
、
分
割
納
付
の
方
法
も
あ
り
ま

す
の
で
、
納
税
相
談
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。納期

限
内
で
の
納
付
に
つ
い
て
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
問
合
先

　
　

収
税
課　

☎
（21）
２
１
３
１

　
　

税
務
課　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　

☎
（29）
１
１
０
１

　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　

☎
（92）
０
３
０
４

相
続
等
に
係
る
生
命
保
険
契
約
に

基
づ
く
年
金
を
受
給
し
て
い
た
方
の

市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て

　

ご
遺
族
が
年
金
と
し
て
受
給
す
る

生
命
保
険
の
う
ち
相
続
税
の
課
税
対

☆
12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

「
人
権
デ
ー
」
と
は
、
１
９
４
８
年

12
月
10
日
「
世
界
人
権
宣
言
」
の
採

択
を
記
念
し
て
国
連
が
定
め
た
、
世

界
的
な
記
念
日
で
す
。
日
本
で
は
、

人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
一
週
間

（
12
月
４
日
〜
10
日
）
を
人
権
週
間

と
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

の
た
め
の
啓
発
活
動
を
全
国
的
に
展

開
し
て
い
ま
す
。
市
で
も
、
街
頭
啓

発
や
特
設
相
談
、
講
演
会
な
ど
を
通

じ
、
皆
さ
ん
に
人
権
尊
重
思
想
へ
の

理
解
を
よ
り
いっ
そ
う
深
め
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
重
点
的
に
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

☆
人
権
週
間
中
に
特
設
相
談
開
設
！

人
権
問
題
等
で
お
悩
み
の
方
は
、

下
記
へ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

税
務
の
お
知
ら
せ

交
通
防
犯
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

☆
人
権
を
考
え
る市

民
の
集
い
２
０
１
１

市
で
は
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
左
記
の
通
り

講
演
お
よ
び
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
市
内
小
学
生
の
人
権
書
道

や
人
権
原
画
コ
ン
テ
ス
ト
へ
の
出
品
作

品
等
の
展
示
を
行
い
ま
す
。

◇
日
時　

12
月
10
日
（土）
午
後
１
時
30

分
〜
（
午
後
１
時
開
場
）

◇
場
所　

栃
木
文
化
会
館
（
旭
町
）

◇
定
員　

１
，２
０
０
人
（
先
着
順
）

◇
入
場
無
料
（
整
理
券
等
な
し
）

◇
演
題　
「
混
迷
の
時
代
を
生
き
る

〝
命
の
重
さ
〞」
〜
私
の
取
材
ノ
ー
ト

か
ら
〜
（
国
際
情
勢
や
国
内
の
社
会

問
題
、
教
育
問
題
、
人
権
・
平
和

等
に
関
す
る
講
演
）

◇
講
師　
テ
レ
ビ
、
報
道
の
場
で
活

躍
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

江
川
紹
子
氏

☆
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
差
別
撤
廃
を

７
月
に
行
わ
れ
た
F
I
F
A
女
子

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
ド
イ
ツ
２
０
１
１
は
、

日
本
中
に
熱
狂
と
感
動
を
与
え
て
く

れ
ま
し
た
。

世
界
中
か
ら
様
々
な
人
種
・
民
族

が
集
ま
り
、
ス
ポ
ー
ツ
で
競
い
合
う
こ

と
は
、
互
い
を
理
解
し
、
尊
敬
し
合

え
る
す
ば
ら
し
い
機
会
で
す
。

ま
た
、
世
界
中
で
期
間
中
に
述
べ

数
百
億
の
人
々
が
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

を
通
じ
て
視
聴
し
て
い
る
た
め
、
そ

こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は

大
き
な
影
響
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

影
響
力
を
利
用
し
、
２
０
０
６
年
以

降
F
I
F
A
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
は
、

ベ
ス
ト
８
以
降
の
試
合
で
差
別
撤
廃

“
say no to racism

”

の
ス
ピ
ー
チ

を
キ
ッ
ク
オ
フ
前
に
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
日
本
代
表
チ
ー
ム
も
主

将
の
澤
穂
希
選
手
が
次
の
よ
う
な
ス

ピ
ー
チ
を
行
い
ま
し
た
。

『
日
本
代
表
チ
ー
ム
は
、
人
種
、

性
別
、
種
族
的
出
身
、
宗
教
、
性

的
指
向
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
差
別
も
認
め
な
い

こ
と
を
宣
言
し
ま
す
。

私
た
ち
は
サ
ッ
カ
ー
の
力
を
使
っ
て

ス
ポ
ー
ツ
か
ら
そ
し
て
社
会
の
他
の

人
々
か
ら
人
種
差
別
や
女
性
へ
の
差

別
を
撲
滅
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
目
標
に
向
か
って
突
き
進
む
こ

と
を
誓
い
、
そ
し
て
皆
様
も
私
た
ち

と
共
に
差
別
と
闘
っ
て
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。』

こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
込
め
ら
れ
た
日
本

代
表
チ
ー
ム
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受

け
止
め
、
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
、
そ
し
て

社
会
か
ら
全
て
の
差
別
を
撲
滅
す
る

と
い
う
目
標
に
向
け
、
一
緒
に
進
ん
で

い
き
ま
し
ょ
う
。

明
る
い
選
挙
③

贈
ら
な
い！
求
め
な
い
！

受
け
取
ら
な
い
！

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に

贈
る
、
お
年
賀
、
お
歳
暮
、
病

気
見
舞
い
、
葬
式
の
花
輪
、
供

花
、
落
成
式
・
開
店
祝
の
花
輪
、

町
内
会
の
集
会
や
旅
行
、
地
域

の
運
動
会
な
ど
へ
の
飲
食
物
等

の
差
し
入
れ
は
、
公
職
選
挙
法

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
有
権
者
が
寄
付
を

す
る
よ
う
勧
誘
や
要
求
す
る
こ

と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

寄
付
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て

明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
先　

栃
木
市
明
る
い
選

挙
推
進
協
議
会
☎
（21）
２
６
３
１

象
と
な
っ
た
部
分
は
、
所
得
税
の
課

税
対
象
と
な
ら
な
い
、
と
す
る
最
高

裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
平
成
12
年
分
以
降
の
納

め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
所
得
税
に
つ
い

て
税
務
署
で
還
付
の
手
続
き
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

市
に
お
い
て
も
「
栃
木
市
個
人
住

民
税
特
別
返
還
金
交
付
規
則
」
を

制
定
し
、
従
来
還
付
の
対
象
で
な
か
っ

た
平
成
13
年
度
分
以
降
の
納
め
す
ぎ

と
な
って
い
る
個
人
住
民
税
に
相
当
す

る
額
を
特
別
返
還
金
と
し
て
交
付
し

ま
す
。

　

手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
左
記

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
２
１
２
４

12
月
の
納
付

普
通
徴
収（

納
期
限
１
月
４
日
）

○
市
県
民
税　
　
　

４
期
分

○
国
民
健
康
保
険
税
６
期
分

○
介
護
保
険
料　
　

６
期
分

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
　
　
　
　
　
　

６
期
分

特
別
徴
収（年

金
か
ら
の
天
引
き
）

○
市
県
民
税

○
国
民
健
康
保
険
税

○
介
護
保
険
料

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

☆
交
通
安
全
市
民
大
会

◇
日
時　

12
月
16
日
（金）
午
後
２
時
〜

◇
場
所　

栃
木
文
化
会
館
（
旭
町
）

◇
目
的　

市
民
一
人
ひ
と
り
の
交
通

安
全
意
識
の
高
揚
と
、
交
通
ル
ー
ル

の
順
守
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
を
図

り
、
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と

◇
内
容　

１
部　

式
典

　
　
　
　

２
部　

ア
ト
ラ
ク
シ
ョン

「
あ
べ
静
江　

出
演
」

◇
参
加
費　

無
料

☆
12
月
11
日
（日）
〜
31
日
（土）

年
末
の
交
通
安
全
運
動

○
子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止

○
高
齢
者
に
優
し
い

運
転
・
３
Ｓ
運
動

【SEE

（
発
見
す
る
）

SLO
W

（
減
速
す
る
）

ST
O
P

（
止
ま
る
）】
の
推
進

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

☆
12
月
11
日
（日）
〜
１
月
３
日
（火）

年
末
年
始
に
お
け
る
特
別
警
戒
の
実
施

警
察
で
は
、
年
末
年
始
に
多
発
す

る
様
々
な
事
件
事
故
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
特
別
警
戒
を
実
施
し
ま
す
。

☆
共
通
事
項

◇
問
合
先

　
　

交
通
防
犯
課　

☎
（21）
２
１
４
１

え
が
わ
し
ょ
う
こ

本

本

本

藤都西 大本

藤都西 大本

本問合先　　　人権推進課　☎24‒2444

12月 4～10日は人権週間です

11 月 22 日（火）
9:30 ～ 11:30
12 月 6 日（火）
10:00 ～ 12:00
12 月 6 日（火）
10:00 ～ 15:00
12 月 7 日（水）
10:00 ～ 12:00
12 月 9 日（金）
13:00 ～ 15:00

日　時

　　生活環境課
☎29-1102
　　人権推進課
☎43-6611
　　人権推進課
☎24-2444
　　生活環境課
☎62-0903
　　生活環境課
☎92-0306

藤

都

西

大

本

問合先

都賀老人憩いの家
（都賀町原）
大平隣保館
（大平町新）
厚生センター
（旭町）
藤岡公民館
（藤岡町藤岡）
西方保健センター
（西方町本城）

場　所

〒328－0035　栃木市旭町19番16号　栃木市栃木文化会館斜め前
TEL 0282－24－2555　FAX 0282－22－5321　携帯 090－3140－1196

（認定）司法書士・（ＡＤＲ認定）土地家屋調査士・行政書士

佐　 山　 隆　 事　 務　 所

何
か
困
っ
て
い
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

相続・遺言のお手伝いをいたします。
お気軽に御相談下さい。（相談・見積りは無料です）
【営業時間】（平日）8:00～19:00　（第２・第４土曜）8:00～17:00
　　　　　 （土・日曜日）事前予約で承ります。


